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第３３号議案  

   市道路線の廃止について 

 道路法（昭和2 7年法律第180号）第１０条第 1 項の規定により、市道の路線を次の

とおり廃止する。 

路線番号 路線名 区間 

１０２００ １地区２００号線 
平島檜田３０１番１地先 

平島檜田３０１番１地先 

６０２１３ ６地区２１３号線 
茶町二丁目９７１番１７地先 

茶町二丁目１１４１番１５地先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




